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「京銀 子育て応援ローン」の取り扱いを開始！ 
～京都府「京の子育て応援総合融資事業」対象商品～ 

京都銀行（頭取 土井 伸宏）では、平成２８年７月２５日（月）から、子育てに関する資金

に幅広くご利用いただける「京銀子育て応援ローン」の取り扱いを開始しますのでお知らせい

たします。 

この商品は、お子様の学費や医療費など、子育てに関する費用全般にご利用いただけます。また、

京都府の「京の子育て応援総合融資事業」をご利用のお客様には、「京銀子育て応援ローン」の

ご融資利率を店頭表示金利から「年２．０７５％」差し引きいたします。 

「京の子育て応援総合融資事業」 

…京都府において平成２８年４月に施行された少子化対策条例に基づき、子育て世帯の経済的負担の軽減を
図るため、京都府と各金融機関が協働して、子育てにかかる費用全般を対象とした融資商品を創設する事業。 

当行では、お客様のニーズにあった商品・サービスの提供により、今後も地域創生と地域経

済の活性化に努めてまいります。 

記

１．商品概要 

商 品 名 京銀子育て応援ローン 

ご利用いただける 

お客様 

次の条件を満たされる個人のお客様 

①お申し込みいただいた年度末（３月末）時点の年齢が満２２歳以下のお子様
を扶養されている方 

②お申込時の年齢が満２０歳以上満７０歳未満で、最終ご返済時の年齢が  
満７５歳未満の方 

③安定かつ継続した収入のある方 

※パートタイマー、アルバイト、派遣・契約社員の方などもお申し込みいただけます。

ただし、ご融資金額３０万円を上限とさせていただきます。（学生、年金収入のみの

方はご利用いただけません） 

④オリックス・クレジット株式会社の保証を受けられる方 

＜「京の子育て応援総合融資事業」をご利用いただけるお客様＞ 

上記条件に加え、以下の条件を満たされる方が対象となります。 

①お申込時点において、京都府内にお住まいの方（住民票記載のご住所が
「京都府」の方） 

②京都府税の滞納がない方（納税証明書のご提出が必要となります） 

③本融資事業にかかるお借り入れが複数の金融機関にまたがる場合、その
お借入合計が２００万円以内の方 

   ※「京の子育て応援総合融資事業」に関する各種確認資料のご提示が必要です。 
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資金のお使いみち 

子育てに関する費用全般 

※事業性資金、投機・転貸資金、公序良俗に反する資金、レジャー・娯楽資

金、他金融機関のお借換資金、自動車・高級服飾品購入資金、既に納付済

みの資金等は除きます。 

ご融資金額 

１０万円以上２００万円以内（１万円単位） 

※「京の子育て応援総合融資事業」については、本融資事業にかかるお借り

入れが複数の金融機関にまたがる場合、そのお借入合計が２００万円以内

となります。 

ご融資期間 ６か月以上１０年以内（１か月単位） 

ご融資利率 

・変動金利制のみとなり、基準金利（変動金利制住宅ローン利率）＋２．２％

を適用いたします。 

・「京の子育て応援総合融資事業」を利用される場合は、上記金利から金利

を「年２．０７５％」差し引きいたします。 
 

＜平成２８年７月２５日お借入れの場合＞ 

お借入利率             

変動金利 年４．８７５％   年 －
マイナス

２．０７５％ 変動金利 年２．８％ 

 
※基準利率は年２回、４月１日および１０月１日に見直し、それぞれ６月の
約定返済日の翌日（＝７月約定返済分）、１２月の約定返済日の翌日（＝翌
１月の約定返済分）より新利率を適用させていただきます。  

ご返済方法 
元利均等毎月返済 

※年２回、６か月ごとの増額返済を併用できます（お借入総額の５０％以内）。 

保証人・担保 

・オリックス・クレジット株式会社の保証をご利用いただきます。 

※保証料は当行が負担いたします。 

・原則、保証人や担保は不要です。 

※お借り入れには所定の条件がございますので、詳しくは窓口でご相談ください。 

２．取扱開始日 

   平成２８年７月２５日（月） 

３．取扱店 

   全 店（小栗栖出張所以外の出張所およびネットダイレクト支店、振込専用支店を除く） 

以 上 

「京の子育て応援総合融資事業」を 
ご利用のお客様 

 


